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　このことについて、地方自治法第９９条の規定により、裏面のとおり関係行政
庁に提出するものとする。
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日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書 

 広島・長崎への原爆投下から７０年を経て、いま世界では核兵器禁止の流れが大きく前進してい

ます。２０１２年に１６カ国の共同声明から始まった核兵器の非人道性を告発する動きは、昨年の

第９回ＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会議で国連加盟国の８割を超える１５９カ国に広がり、第７

０回国連総会では核兵器を非人道兵器として全面廃絶することを求める決議「核兵器の人道上の帰

結」が初めて採択されました。 

 もう一つは、核兵器の非人道性の告発にとどまらず、核兵器を禁止する条約、それに準じる法的

措置を求める流れの強まりにあります。 

 「唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現」のために役割を果たすと繰り返し述べて

きた日本政府は「生きているうちに核兵器の廃絶を」との被爆者の声、核兵器のない世界を求める

国民の願いに応えるために、その誓約にふさわしい行動をとることが強く求められています。 

 いまや世界の大勢は明瞭です。しかし核保有５カ国は、「核抑止力」論に固執し、「ステップ・バ

イ・ステップ」（＝段階的な核軍縮）を主張して核兵器禁止を正面から議論することに反対し続けて

います。 

 いま日本政府に求められているのは、この現状を打開するための決断と行動にあります。日本政

府は昨年のＮＰＴ再検討会議において、「いかなる状況下でも核兵器が決して二度と使われないよう

にすることが人類の生存のためになる」とした１５９カ国の共同声明に名を連ねています。核兵器

が使用されないことを保証する唯一の道は「その全面廃絶である」と声明が訴えている意味は非常

に大きいです。自ら賛同した声明の内容を実現するために尽力するのは被爆国として当然の責務で

す。 

 日本政府に次のことを要望します。 

 

１．核兵器禁止条約の交渉開始についての合意形成をめざし、被爆国としてふさわしい行動をとる

こと。 

２．米国の核兵器による「拡大抑止」、いわゆる「核の傘」に依存した安全保障政策から脱却するこ

と。被爆国日本がアジアにおいて核兵器全面禁止の新たな対話と協力を開くイニシアチブを発

揮すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 
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